
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　5月16日に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立した。昨年の通常国会で成立が

見込まれていたものが採決に至らず廃案となっていたため、ようやく成立までたどり着いたと

いう印象である。これにより、選挙の際に男女の候補者ができる限り均等となることを目指す

という基本原則に沿って、政党や政治団体には男女の候補者数について目標設定をするなど、

自主的な取り組みについての努力義務が課されることとなった。ただし目標設定が法的拘束力

をもたないことから、実効性に対しては疑問視されている。

　本誌では、昨年4月号掲載の千葉景子元参議院議員へのインタビューの中で、政治の場への

女性の参加拡大を取り上げたが、そこでは戦後参政権を得た女性たちが「祭りのようなノリ」

で初めての選挙に立候補したり、応援演説に参加した様子が話題となった。来春の統一地方選

挙で、新法の理念を実現するにはまず、女性の候補者を「育成」するという発想から脱却する

ことが必要なのかもしれない。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　「働き方改革」といえば電通社員だった高橋まつりさんの過労死事件をすぐ思い浮か

べる。電通「鬼十則」の第5「取り組んだら放すな！殺されても放すな！」に象徴され

る過酷な労働環境の中で心身を消耗させられ、自殺に追い込まれた前途有為な女性の

ことだ。あの悲劇を二度と繰り返すなと誰もが思い、安倍首相自身も施政方針演説で

そう述べた。ところが現在審議されている「働き方改革」法案は国民の悲痛な願いに

どこまで応えているのか多くの疑問が残る。

　法案には時間外労働が月間最長「100時間未満」とあり、過労死ラインといわれる月

間80時間を20時間近く超えても合法とされているのには唖然とした。労働者の健康よ

りも企業の都合を優先した結果である。

　当初法案に含まれていた裁量労働制の適用範囲の拡大は根拠となる調査資料の瑕疵

が明らかになった結果、削除された。この制度には労働者が自分の裁量で伸縮的な働

き方ができる長所がある一方、仕事のやり方や量について実質的に裁量権のない労働

者への制度の恣意的適用が行われると長時間労働から過労死に至るリスクが高い。政

府は制度の長所面だけ強調する態度は変えず、資料精査の上、再度法制化を図る意向

と言われる。

　法案の焦点の一つである高度プロフェッショナル制度は年間給与が1,075万円以上の

一部専門職を労働時間法規から除外し、彼らが柔軟な形で効率的に働けるようにする

ものであると政府は説明している。野党は高プロ制度が裁量労働制以上に危険な長時

間労働を招くとして撤回を求め続けている。高プロ制度は残業代ゼロ制度ともいわれ

る。残業割増賃金制度には企業の負担を高め、労働者の健康を守る目的がある。ここ

でも法案は労働者の健康よりも企業の利益を優先していると言わざるを得ない。

　総じて本法案は労働者の「働き方」ではなく、企業の「働かせ方」の自由度を高め

る改革の色彩が濃い。5月中旬には、上述した調査データの精査結果が厚労省から発表

されたが、それによれば全データの約2割が異常値として削除対象となった。これを

受けて立憲民主党など主要野党は、一致して本法案の撤回を政府に要求している。

　そもそも今国会における混乱は森友・加計学園問題等にみられる権力の乱用問題、

自衛隊PKO活動日報の隠ぺい問題、財務省等の公文書改ざんや幹部官僚の醜聞、そし

て何よりも働き方改革法案の根拠である調査データの瑕疵、など重大な失政の頻発に

よって引き起こされた。さらに審議の遅れから同一労働同一賃金、など同法案の重要

な論点についての審議も尽くされていない。このような状況下で強行採決の暴挙は絶

対に許されない。政府は率直に反省し、一から出直すべきである。政府の失政をただ

すまっとうな野党の奮闘に期待する。 ［2018年5月22日脱稿］

「
働
き
方
改
革
」
法
案
の
撤
回
を
求
め
る

巻頭言

岡 

眞
人

横

浜

市

立

大

学

名

誉

教

授

神
奈
川
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
）

（  



 1 

 
 2018 年 3 月 14 日神奈川県地域労働文化会館において、神奈川自治研センター2017 年度第 3 回

人口減少問題研究会が開催され、高崎経済大学地域政策学部准教授（※肩書きは当時。2018 年 4 月

1 日から教授就任。）の岩﨑忠氏より「かながわの空き家対策の現状と課題－県内市町村の主要施

策－」をテーマにご報告をいただいた。本稿は、その報告内容をもとに編集部にて原稿案を作成し、

岩﨑氏が加筆・修正したものである。 
 
 
１．全国の空き家の状況 

 
（1）全国の空き家の動向 

新聞紙上などでも言われていますように、

空き家が増えています。全国で約 6,000 万戸

のうち 13.5％、約 820 万戸の空き家がある

という数字が 2013 年度の総務省の統計調査

の中で出てきています。空き家が増えている

にも関わらず、分譲住宅等含めて新築物件の

着工件数は全然減らない、むしろ、どんどん

増えているというような状況にあります。 
人口が減少して空き家が増えているにも関

わらず、着工件数がどんどん増えていくとい

うことになりますと、空き家の件数が増えて

くるというのは当然の現象です。こういった

空き家が増える動向に伴って、行政の予算も

増えていけばいいのでしょうが、人口が減少

しているところでは財政難もかなり顕在化し

てきています。このようなことも、空き家問

題に取り組む前提として理解しておかなけれ

ばいけない点です。 
 

（2）空き家

が周辺に与え

る影響 

国土交通省

の 2013 年度

調査では、全

国の空き家の

うち 39％に

相当する 318
万戸に腐朽・破損があり、5 年前に比べて

1.2 倍になっているという数字が出ています。 
こうした空き家があると周辺にどのような

問題点が生じるのでしょうか。神奈川県内で

は、横須賀市が最近行政代執行をしました。

それは周辺の住宅や隣接する道路に倒壊して

しまうと、周辺の住民の方々に悪影響を及ぼ

すといった問題が生じるためでした。こうい

った倒壊の危険性が空き家の問題点として指

摘されます。 
また、景観や風景の悪化ということもあり

ます。老朽化して使われていないと、使われ

ているところと比べて景観が悪化していきま

2017 年度第 3回人口減少問題研究会（2018年 3月 14日） 
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す。また、壊れかけたところですから地 で

も壊れやすいということで の問題、そ

して の としても使われてしまうような

ことで、 の問題があります。 
が されてしまうということも

あります。いわ る の問題は、住ん

でいる人が と わずに ってきてしまう

ー ですが、空き家の はそこに人が住

んでいないので物がどんどん されて

化するといった ー です。 
そしてかなり問題とされるのが、 生

の ということです。 内でも ・

は 住宅が 集していて、これに 度

が けられると 人や地域の問題だけではな

く、 全 にも がる 性も指摘されます。

住宅の 集地域の は、 人の問題で

は けられない に 要な問題として、

ー されてきます。 
にも、 物の老朽化に伴い悪 が出てく

るというような周辺 の悪影響があります。 
 

（3）空き家の 要  

このような地域に 部 経済を えるよう

な空き家がどうして 生するのか。マ

な要 では、 数が減少しているにも関わ

らず、 が出るのは新築住宅の施工なので、

住宅がどんどん増え、空き家もどんどん増え

ていくということがあります。 
また、 の住宅地 で、 物が

いた土地は 6 分の 1 に が減

されるという 上の関 で空き家が され

てしまう理 があります。 
な要 では、1 人で住んでいる高

が くなった に相 問題がこじれたり、

に対する や て えに の が

かかるといった、 動 に対する市民の

も空き家の 生原 としてあります。 
さらに、 地 件もあります。 地や

地では、 物がなかなか れないとか、 に

高 になるとそういったところの 物を

しま ん。さらに 築 ができる前に

られた 物では、2 ー の接道 務を

たしていない ー もあり、 物件

になり て えができないということになっ

て、空き家を り うとか、取り壊すことが

なかなかできない、という点も問題点として

言われています。 
 
． 政策 の  

 
（1） 政策 る 空き家 策  

こうした空き家問題を自治 が な課

題として え、どのような政策を くるのか

といった時には、 の 5 の 成要 （

、主 、対象、 、 ・ き）が

ン となります。 
 

まず、 ですが、空き家対策を のため

に行うのかという点では大きく 2 ありま

す。 
1 めは、危険な空き家を するという

ことです。これは地域住民の生 ・ や財

を するとか、また地域の生 の

全を るといったところから、危険な空き家

を する、 するために対策を じてい

るということです。 
2 めは、空き家を するということ、

使える空き家は していきましょうと

いう です。 
主  

そして、それを が行うのか。 政策と

して な主 が行っていくわけですが、

空き家対策で問題なのは、 の とい

う問題です。人が住んでいないわけですから、

どうやって を するのかということ

が問題点として がりました。 物の に

は 動 とか、 がなされて

いない ー が に いので、

2　自治研かながわ月報 2018年6月号（No.171）
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報が ではないのかと えられ、空

家等対策の に関する （ 、

「空家等 」と 。）では、

を 課 する市町村が主 に取り組む

という 理がなされています。

空家等 ができるまでは、地方 の

22 に 務が され、地方 報は

じ市町村でも の部 に に使わ ては

いけないということになっていました。それ

でも じ自治 内では の工 もあったか

と いますが、問題が 化したのが

の でした。 では の

課 を の 務 が行っています。

の は、空家等 によって めて

務 の っている 報に き

を できるようになりました。

対象

に、 を対象にするかといったときに、

空いている 物は戸 だけではないので、マ

ン ンや集 住宅といったところも対象に

していかなければなりま ん。空家等

が、人が住んでいない戸 住宅だけを対象に

している点で問題です。自治 の で、ど

れだけ を横出しして を 化できるの

かといったところが ン になってくると

います。

政策の に いては、 「（2）政策

の 」のところで します。 

・ き

自治 の空き家対策の政策 として、代

執行や などがありますが、これらの

を じていくためには、 や きを

にしておく 要があると います。 

(2)政策 の

行政の政策 としては、 な 、

経済 な の提 、 報提 、組 による

対 、物理 という 5 の があり

ますが、空き家対策には の 4 が に

な になると います。

な

な の としては、 物などを壊

す、 執行の として行政代執行 とい

うものがあります。行政代執行で大 な

きは「 +代執行」というところです。ま

ず を出して、 じた 務をしなかった

（ 作 の ）に代執行するということ

になるので、 の相 方が できないと

難しいわけです。

空き家対策の は、その が で

きないといった問題があって、行政代執行

では しいというのが から言われてきま

した。そのような中で された空家等

では、相 方が できない に関して

代執行という、 きを 化した「告

+代執行」が されています。横須賀市

が行った代執行は、空家等 ができてか

ら めての 代執行で、 できないもの

に対し告 行 をして代執行したという

があります。

代執行というのは、 にしろ、告 にし

ろ、 の時 経 が 要なわけですが、そ

れでは に わないという に、行政 上

は 時 といわれる、 全 が取ら

れます。空き家問題では、相 方に じたり、

告 をしている がない 、人の財 であ

る土地に っていって 難ができるとい

ったことになります。 えば、 ンテ が

ちそうだとか、 戸が ちそうだというとき

に、相 方に じたり、もしくは告 してい

る時 がない に が っていくという

全 を に けて としたのが、

市、上 市、横須賀市です。

このように、空家等 に されてい

ま んので、対象物件を集 住宅にするとと

もに、こういった 全 などをしっか

かながわの空き家対策の現状と課題　　3
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りと に し、 けていくことも大

です。

そしてもう と 、 な ではない

のですが、 物を取り壊した は財 理を

どうするのかという問題が生じます。財 と

して ができるのであればいいのです

が、 くの自治 ではまず な危険性を

取り くことが 化しています。取り壊し

た土地が市や県のものになるわけではありま

ん。本 は、 通りそこに住んでいた方

が財 理をしなければいけないのですが、

には 理できていないのが現状です。

が調査した中では、 県 市が、民

の「 在 財 理人 度」により、市が

財 理人を 任して財 理している ー

があります。取り壊した の が まっ

ていない土地をどうしていくのか。 が

市でも県でもない土地をどうするのかという

問題が、代執行もしくは 全 を じ

た の課題として出てきます。

そして、空き家の行政代執行は通 、本人

に代わって取り壊すということなので、本人

から をしなくてはいけないのですが、

のための組 が っていない

ために、それに対 できていない、本人から

取り壊しの を できていないというこ

とも問題になっています。

経済 の提

2 の は、経済 の提 （ ン

センテ ）です。 を えるから

取り壊して しい、あるいは を すの

で 修を めましょうということです。これ

は の大学の地 の高崎市や前 市で さ

れている で、空き家を 修する、もしく

は解 するところに を出すというもの

です。

は解 を出すというのは課題が

いと っています。高崎市は、解 で

100 万 を上 として、解 の 5 分の 4
を として出しています。この 度は、

くなったら、 を って取り壊 ばい

いという えに ながり、自分で取り壊さな

くなってしまうという ー を こ

してしまう 性があるのではないかと う

からです。 の交 にあたっては、

を にして、 きを 正に行う 要があ

ると います。

方、隣の前 市は人口が減少してきたこ

ともあり、人口減少対策と ン さ て、

住してきた人に対し、老朽化対策で空き家を

取り壊す、もしくは 修するところに し

ています。 に解 すること の ではな

くて、人口減少対策とか、まち くりの 性

化といった らかの政策と ン さ ること

は 要です。

また、 町では、町に され

た空き家に 15 年 し、 住した に住

宅を で譲 する 度を行っています。

住 住宅とかいわれるもので、

ー も されており、人口減少対策と

ン した 度と言えましょう。

報提

3 点 は、 報による対 です。民 では、

中 物件の 報提 ではあまり からないか

ら、 は でなかった があったと

いますが、最近は中 物件の住宅市 をきち

んと 性化さ ようと、「空き家 ン 」と

いう動きが出てきています。しかし、 分な

物件数がないところでは、この空き家 ン

を がやっているところがあります。もと

もと セ 数が に少ないということで

がやっているのですが、ある 度、 報

、 を大きくするため、民 の物件 報

と ン さ てやっていくということ

が大 だと います。

そういう 動 市 が してないところ
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は が 生 になって、空き家 ン と

いうのをやら るを ないと いますが、市

がきちんと成 しているところは、空き家

ン よりもむしろ市 に空き家 報をどん

どん してもらえるような工 をした うが

いいと います。 
市では、「住 え ・ ン

相 」があります。住 えを し

ていこうというものは、 市でも じよう

な取り組 をしています。高 になって 2
人でしか住まないから大きな家はいらなくな

るというところに、 方で、 が して

どもができて いという状況を 案し、高

と をうまくマ ン さ て 物の

交 をしていこうというのが、この住 え

ン 相 です。 
市には、総 な ン テ ン

があります。空き家問題は 動 だけでは

なく、さま まな部 に関 した問題になり

ますので、さま まな部 を総 化し、 築

、 動 、 、そして 書

などの 家の方々との総 な 口を け

ているというところも すべき点です。ま

た、 市の ン には、 えば、

物から か ちてきて をさ てしまった

、どれだけの損 が生まれるのかと

いうような自 任に いても されてい

ます。こうした 部 経済 報を提 して、

に当 を理解してもらい、自ら

が 理、 分する が 要だと います。

また、これら 報を り んだ ン

を の課 通 に して行政 の

相 を する 組 を作ったり、出前

で地域の方々にも を行っており、 市

の空き家対策は 及 の点でも があり

ます。 
 
組 による対  
政策 の最 に するのは、組 によ

る対 です。空家等 は、壊すことが

としていますが、 てることを とした

築 の です。そのため

の対 は、 築 の組 が 課となるわけ

ですが、空き家の課題は 1 の部 では対

できないというところがあります。そうな

りますと空き家問題 の対 は、 内の横

組 を作って 築部 と 市計 、 ・

といったところと ン していくことにな

ります。その には、 ず主 課が められ

ますが、 築の部 だけではなく ・

のセ ンや、相 原市のように生 全

の 当が主 する自治 もあります。自治

によって空き家に対する え方が なります。 
空き家政策は にわたって対 しなけれ

ばいけないので、空家等 には「空家等

対策計 」を作り、計 を作るための 会

を けることが されています。空き家対

策は市 との関 が いので、民 との

が か ま ん。この の 方は全て民

に任 るというところもあれば、相 わらず

自治 でやるというところもあります。空き

家対策では、自治 と民 との 、 と

の 分 をどうするのかというところが

に 要になってきます。お がたくさんあ

れば行政が全てやればいいという え方にな

りますが、 会 が増大し、財政 が

分にできない状況の中で、民 の をい

かに めていくのかというのが ー ン

になってくるわけです。 
また、民 との において、自治

によっては 動 関 とだけ してい

るところもあります。 を 性化さ よう

という かもしれま んが、空き家対策

は な課題ですから、関 している 築

、 、 書 、そして土地家 調査

といったところともきちんと していく

ことが められてきます。 
さらに、地域の自治組 との というと

かながわの空き家対策の現状と課題　　5
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ころで、町内会・自治会や NPO との関

もあります。もう 1 は ー人 セ

ンターとの で、空き家を老朽さ ない、

危険な状 にならないような予 対策が取ら

れている自治 もあります。 
上が空き家対策の全国 な動向です。 

 

． が の空き家 策 

 

(1) 市の  

ここからは、神奈川県の空き家対策がどの

ようになっているのかを ていきます。 
横 市 では、 集市 地と 住宅

の空き家・空き地に関する調査をしています。

また 空家のはなし という ン

で、工作物 任、損 の 性から 正

理の 要性に いての周 を っており、

年から相 口の 化ということで、

家 が集まって 横 で 口相

が行われています。 
横 市は、 家 との が で、

通 行われている宅 会や全日本 動

会といったところとの だけでなく、

会や 書 会、 築 会とも を

しています。さらには NPO 人や、横 市

の ー人 センターとの も して、

いわ る自治 な組 との をしっかりと

度 に行っているという点で は して

います。 
空き家の 相 会に いては、 家

が に会し、 が し って相 会

を開いています。相 内容も相 だけではな

く、 や 、 理や に関するものも

あります。空き家を 理していく上で、 物

の動 をどうするのかといったところも大

な 点です。 動 取 はかなりの にもな

りますし、 の きに関わる 報を分か

りやすく するということも大 になりま

す。 

横 市は「空き家の 通・ の き」

も出していて、まだ空き家問題がそれ ど

になっていない、時 な がまだある

のうちに 通・ といったところに

を向けているという もあります。空き

家の を に住宅としての ではなくて、

地域に 要なさま まな としての

を していくということは大 です。 
地にして してしまう もあれば、

住宅として ー ンする に と

となって政策を するという、省

修と ン する もあります。この か、

部 しということで、月 ではなくて 日

によって 化さ ていくという取

り組 がなされています。 
こういった市民が める課題に対するもの

と ・総 に施策を ン さ 、

していくことが大 です。また、いわ る

代 ンというようなところで、高 や

どもの 代との施策と ン さ ていくこ

とも 要です。 
横 市の 度は、それ ど使われて

いないというところも です。 に

らず、まずは 報で対 しようとしている

のが横 市の政策 と言えます。 
さらには、政 指 市に のものとし

て、 との 分 をどうするのかとい

ったところが出てくるかと います。横 市

では が横 市大や 行と した

開をしていることが に いで

す。住宅 に、 の ンセ をきちん

と さ るために大学生の を取り れ

ていく、こうした 部分を で取り組

んでいることが、これからの政 市に大 な

点です。 
 

(2) 市の  

横須賀市は から 1 時 度ですけれ

ども、 地 危険地域がかなりあり、
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高 のあるところに 物が っています。 
横須賀市は、全国 の空家等 による

行政代執行を行い、 な で対 しま

したが、 は なので解 は横須賀

市が するという状況になっています。 
空き家 の相 口は 市計 課の住ま

い 課で、そこからは関 に

報提 していくことになっています。 
横須賀市でも地 の関 学 大学と を

、学生と 生 を行っていま

す。 ・ ー ンや、学生

たちによる空き家の 修・ を行っており、

代を き んでいこうとしています。 
また「空き家 ン 」も していて、行

政が主 となってこういった ン をやら

るを ないというのが横須賀市の現状です。

それだけに 成 度も しています。空き

家 ン があって 成 度があるというのは

横 市と全然 います。 て

ー等 住宅 ン や学生 をする

の 成 度や 宅の ー というの

も 成 度の対象にしているというのが

ン です。 
さらに横須賀市には、 ン ン ン

ー という、いわ る の ー

があり、これと ン をした取り組 も

されています。 人 らしの方が、 の

自分のお に いて と 約を 民

の ー があるのですが、 が 約を

んだ方が くなられたかどうかが、 に

分かり らいというような問題点がありまし

た。そういった 報を横須賀市では 化し

て市の うで ちましょうということで、

の ン ン ン・ ー をや

っています。その中で、空き家を どのよ

うにしていくのかという内容も ー にまと

めておき、それを して市で対 した

らどうかと えているようです（2018 年 3
月 5 日の調査における横須賀市 部

万 氏の 言）。 
 横須賀市には、空家等 の 前か

ら、横須賀市空き家等の 正 理に関する

があり、 施行 も しています。空き

家の 理、 報提 、そして指 、 告、

との を るといったような きを

にしたところがこの の ン ですが、

この 、人の生 、 、財 の危険を回

するために、いわ る代執行では対 できな

いような 全 も しています。 
 

(3)県内 3 の政 市 市 の  

神奈川県全 の空き家対策の現状に いて、

政 市と中 市の横須賀市を代 として、

4 の比 をまとめました（ 1 ）。 
当部  

横 市は 築 の 課と 築 全課が

当部 で、川崎市もまち くり の住宅

課、いわ る国土交通省 の部 が 当して

います。横須賀市も 市計 課で国土交通省

ですが、相 原市だけが市民 交通地域

全課となっています。 
これは空き家に対する え方の いですが、

は国との関 、 に空家等 という

が 築 の ということなの

で、 築部 が べきだと います。な

かと言いますと、いわ る の は国

交省との関 で れている部 がやった う

が ー に に むのではないかと え

るからです。相 原市のように住民との対

を主 において地域 全課に た るという

のも 1 ですが、 築部 の うが

な執行ができるのではないかと います。 
また、横 市では、 に な

を ってもらうということも に行われ

ています。地域の 開は、 が中

に行っていくべきであり、本 は、国との関

、もしくは、 の調 に 化してい

くべきです。 
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会や 空家等 の作成状況

空家対策計 の策 、空き家対策 会の

ようなものはどうなっているかというと、横

市、川崎市、相 原市の 3 政 市では全

て 会を作っています。 方、横須賀市は

会を作っていま んし、空家等対策計

も作っていま ん。

また、 空家の も横 市、川崎

市、相 原市では作っていますが、横須賀市

は を作っていま ん。横須賀市は

代執行を行い、空き家対策 の 化も

なされています。 とか代執行という

ような な を じながら、横須賀市と

して、行政代執行の前提となる 空家の

をもってなく、 日 施された 代

執行も国の ンに いて 施され

ました。本 であれば、横須賀市としての

空家の を すべきです。横須賀

市の 代執行は、空家等 ができて

もない時 の な でしたので、その

時点で が作られていないのはやむを な

かったかもしれま んが、もうそろそろ

を作ってもいいのではないかなと います。

空き家 ン や ン の

4 市比 の中で、空き家 ン があるのも

横須賀市だけですが、県 部の 原市、

市あたりでは空き家 ン が出てきてお

り、2 市 8 町の「県 空き家 ン 会」

というものも作られています。これは、空き

家の 動 市 が市町村 域を える点を

まえると した取り組 だと います。ま

た、県内でも、行政が空き家 ン まで作っ

てやら るを ない状況になってきていると

ころがあるというのが現状です。

ン の に いては、政 市が

していますが、横須賀市には空き家対策

の全容がわかる ン がありま

ん。 度ごとのちらしを作っていると

のことですので、 や危険性を す

るということに 化しているかもしれま ん。

しかし、 然 というところで、空き家の

危険性とか地域に える影響を ン

等で にうたって、相 に るような動

けを えた うがいいのではないかなと

います。空き家 度全 でもう少し な

行政 を っていただければと います。
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図表１ 神奈川県内の空家対策の現状（政令指定都市、中核市）

横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市

担当部局

横浜市

建築局企画課・建築安全課
区役所の情報伝達機能、
積極的な事業実施

川崎市

まちづくり局住宅整備課
区役所の情報伝達機能

相模原市

市民局交通地域安全課
区役所情報伝達機能

横須賀市

都市計画部都市計画課・
建築指導課

空家等 策協議会空家等対策協議会

空家等対策計画

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

特定空家等判定基準 〇 〇 〇特定空家等判定基準 〇 〇 〇 ×
国交省のガイドライン

行政代執行 × × × 〇
空家法：略式代執行

空家対策条例 × × ×

空家法：略式代執行
〇

手続、緊急安全措置

空き家バンク
布

× × × 〇
パンフレット配布 〇 〇 〇 ×（助成制度ごと）

民間との連携・
窓口相談・相談会
総合窓口（相談会）

協定による連携
横浜市大と連携
無料相談会

住宅供給公社中心
×
×

不動産団体との協定
建築士会主催のイベント

×

都市計画課中心
関東学院大と連携

×

1

総合窓口（相談会） 無料相談会 × × ×

（出典）各市のホームページより岩﨑作成
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民 との

民 との に関して横 市は、 家

（ 会、宅 会、 書 会等）

が して、 による がなされていま

す。また、横 市 大学との や 相

会なども にされています。川崎市は、

住宅 を中 とした相 を 築し

あります。相 原市は 動 との

は んでいますが、それ には 築 会

主催で ン を行うというように、市 が

あるところで行政はできるだけ 取り に

するということだと います。横須賀市は、

空き家対策全 がわかる ン もなく、

相 会をやっていま ん。空き家問題を自治

行政の問題としてだけでなく、市民の政策

課題として市民に当 を た るため

にも、市民 の空き家対策の な 報提

が 要です。

．空き家の 策 

(1)空き家 の

ここからは、時 な 点から空き家対

策を ていきます（ ）。危険な空

き家を するために空家等 が さ

れましたが、空き家対策は 年度で わるよ

うなものではなく、 で えていく施策

が 要です。自治 の政策として、

な 点から計 くりをすすめていくことが

大 です。

空き家の予 といった では、 ン

を作って空き家の危険性を周 するこ

とも大 ですし、相 ー を するとい

う では 通 書を して に

ら ていくということも大 です。そして相

会の開催ということもあります。横須賀市

のような ン ン ンと ン した施

策 開というのも いと います。

(2)空き家の

通・ の では、空き家 ン が

あります。空き家 ン は自治 ごとに作る

ところもありますが、空き家 ン として

するかどうかは、 動 要 が空き家

ン 報に セ するだけの がまと

まってあるということが 要になります。

セ する のある 動 報をどれだけ

り めるかが 要ですので、 ではなく

が 要ではないかと います。

横 市とか川崎市のような政 市では 動

市 と行政の 域が している、もしく

はそれに近いと えられますが、町・村や

さな市では市町

村域を える

動 市 という

ものになってく

ると います。

そういう で

は、空き家 報

に関する 報

、空き家 報

に対する 及

は県が行うべ

き の で

はないのかと） 市空家 策 部

かながわの空き家対策の現状と課題　　9
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は えます。そして、 自治 による財政

な はなかなか難しいので、国が財政

な を るというような 分 を えて

います。 
空き家の という 点から、

住策との もあります。 住化 で、

町がいちご りと に空き家 ーをや

っています。こういうことも空き家 、

住 との ですすめていくべきではな

いかと います。 て と ン して中

住宅の をしていくとか、 ー

ンで と ン した 修 を出し

て を るというのも 要です。空き家

が くならないために、老朽化しないために

やそこでの をしたりするための

会を開催していくのも大 です。 
さらに、地域の 動 点として住宅 の

の ということで、 て や地

域の 動 点として しているところもあ

ります。 市のように行政が をして

空き家の と をマ ン さ て

いくような ー もありますし、「まちの

ー ン」という セ ーの取

り組 もあります。 
 
(3) 全 空き家の  

、 理 全な空き家の というとこ

ろでは、 ー人 センターが空き家 理、

とか の といった 理をして

いくような地域での取り組 （空き家の

理代行 ー ）があります。 ー

もこういったものに り出しています。 
とか 理 全な状 になってきますと、

行政の出 となるわけですが、行政指 には

口 、文書指 、 告という があります。

こういった指 でも言うことを聞きますとい

う人もいるようですから、それが に

するところでは、行政指 をもっと に

されたらいいかと います。 

理 全に対しては、解 をしたり

代執行をしたり行政 を じていく。

全 として危険な空き家を取り壊すとか、

その 、 集市 地対策との といったよ

うなこともあります。 
さらに、 地 をどのようにしていくの

かは、 て えの 策による テ

ー の や、 あい道路対策、 ン

・ ン （隣接地主 の での ）

のような との関 で えていったらどう

かと います。また、財 理に いては、

在 財 理人 度を いた空き地 理と

いうことも えられます。 
 
．人口減少問題 空き家 策 

 
最 に、人口減少問題と空き家対策をどの

ようにして えていくべきかという点に い

てお しします。大きく 分できるかと い

ます。 
1 は「行政主 」 です。空き家対策は

行政が に関 していか るを ないと

いう地域では行政主 になります。民 の市

がうまく していないので、空き家 ン

も 動 に らずに に行政がや

っていか るを ない。 もある 度出

さ るを ないし、行政代執行という

な も いていか るを ないということ

です。 
方、市 がうまく しているところで

は、「市 主 」 です。空き家問題も民

でできるだけ に解 していただく方向

に していくわけで、民 と した相

や、ちらしを して民 組 で解 に

くように、いわ る 取り に する

行政というものが められてくるのではない

かと います。 
神奈川県内ですと横 、川崎、相 原、

は市 主 ですし、横須賀市、 市、
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市は行政主 の対策になら るを な

いと います。 も高 が あります

ので、か ては 地 件がいいということで

高 住宅地化されていましたけれども、

はなかなか しいのではないかなというのが

の 方であります。 
こうした対策を じていくときの ン

として、1 には地理 な要 というのがあ

ります。高 のある地 や交通 が

・ といったようなところが、市 に大

きく影響してきます。この市 が成 するか

しないかは、自治 の財政 に大きく影響

を及ぼしますが、人口減少が しくて が

ち むことが予 される自治 に って市

が しない。 って行政主 になら る

を なくなります。 
これは組 な もそうです。 えば が

地方 生の会 で関わっている 川町では、

が めて相 原市に行ってしまうという

ような現象が出てきて、 がきちんと

できないという状況にもなっています。県内
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分なら行政は関 するという の ー
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現在は、 々の空き家に対して行政が 生
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大 向にあるわけですから、「点」で対 し
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文  
・岩﨑忠（2017）「自治 の空き家対策の

と の課題 政策執行 における

「点」と「 」からの対策」 自治総研（通

456 ） 地方自治総 研究 、2017 年

月 

・ 村 （2018） 空き家問題解 のた

めの政策 務 第  

・ 村 、 、 （2016）

空き家対策の 務  

・ 口 、 、 、 治

（2016） Q A 空家対策 ン

ょう い 

・ 﨑 （2016） 自治 の「 った空

き家」の対策 学 書  

・ 財 人 市センター編（2015）

市自治 と空き家 課題・対策・  

・ 路 、 村 、 （2015）
空家等対策 の解 大成出  

・地域 学研究会編（2012） 空き家等の

正 理  

 
 

 神奈川県内の市町村の空き家対策 当部 の

ー ー を にさ ていただき、横 市、

川崎市、相 原市、横須賀市には 会、調

査に いただきました。 く し上 ま

す。 
 
※編集部 「空家」と「空き家」の に いて 

 本文中、 等で に められているものは

「空家」と、その は「空き家」と しました。 
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日  

12 

が  

わ の の

部 

市 （2018年 4月 17日） に

●事業開始日：平成 30年 5月 1日

●登録できる人：希望する市民であればだれでも登録できる
《すでに本人が意思を伝えられない場合には、本人の意思が明瞭だった時に、 
各登録項目の内容が分かる親族や友人による登録が可能（一部制限あり）》 

●登録できる内容（本人の意思で、追加・削除も含め自由に選択できる。）
(1)本人の氏名、本籍、住所、生年月日
(2)緊急連絡先
(3)支援事業所等
(4)かかりつけ医師やアレルギー等
(5)リビングウィルの保管場所・預け先
(6)エンディングノートの保管場所・預け先
(7)臓器提供意思
(8)葬儀や遺品整理の生前契約先
(9)遺言書の保管場所と、その場所を開示する対象者の指定
(10)墓の所在地
(11)本人の自由登録事項

●登録の開示・・・登録の際、各項目について予め開示についての同意が必要
(1)生前開示
生前、当事者が認知症や意識障害などを契機に、登録内容を伝えられなくなったと確

認できた場合は、医療機関、消防署、警察署、福祉事務所、および本人が指定した者か
らの照会に対して、上記(9)(10)を除いた登録情報を開示。 
(2)死後開示
1、遺言書の保管先
登録情報の(9)遺言書の保管先は、本人の死後、本人が指定した者にのみ開示 

2、墓の所在地 
登録情報の(10)お墓の所在地は、本人の死後、納骨、墓参希望の全ての第三者に開示 
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2018 年 3 月 16 日神奈川県地域労働文化会館において、神奈川県地方自治研究センター第 17 回

総会 会が開催され、（ 財）地方自治総 研究 研究 の 氏より「 交通政策

をめ る現状と課題」をテーマにご をいただいた。本稿は、その 内容をもとに 氏が書

き ろしたものである。

１． に 

（1） に る  

 「 交通政策をめ る現状と課題」を

題としてお しする 会を したが、筆

の 交通に関する研究は、 に いたばか

りであり、 ずしも に 題に えうる

ものではないことをあらかじめお りしてお

きたい。 

 交通をめ って最近 こっていることを

に 理し、そのうちのいく かに いて

において取り上 ることとしたい。 

 まず、2013 年に交通政策 本 が さ

れ、2014 年には地域 交通 性化 生

の 正、 市 生 の 正等が行わ

れるなど、交通をめ る が んできて

いる。 

 ここに た の 正は、国土交通省

が作成した交通政策 本 の 要（ ）

で、 な 分 と の「まち く

り、観 等との 」と 接に関 している。

これらの の によって、自治 の

要政策として地

域の 交通が

けられて

きたと われる。 

 地方自治 の

動向に を向け

ると、2007 年

に 市において「 市における 交通

の の に関する 」が、2010 年に

市において「 交通空 地等及 動

約 に る生 交通の に関する 」

が されるなど交通政策 本 の成 に

けて 現しているものも含め、 本市、奈

県、高 市等で 交通に関する の

が 現している（ しくは、 川正 地

域 交通の 性化・ 生と 交通

日本 、2017年等を されたい）。 

では、こうした や の に って、

交通を取り く は しているので

あろうか。交通をめ る最近の報道等を る

と、民 交通 の経 の しさには

がかかっている。にもかかわらず、  

（ ） 県地 研究 第 17回 会 会（2018年 3月 16日） 

策 現状と課題 

－ の の地 － 

人 地 研究  研究    

公共交通政策をめぐる現状と課題　13



 13 

 

交通には民 化や民 を す が ま

っているようである。 

 

(2) の経  

 まず、民 の を ると、神奈川

県内の 会 においては、分 化した

会 の を んだ に対し の 務

から す等が 当労働行 として された

（その に したが、「会 の が

理であるとはいえない」などとして地

・損 等の は された）。 

 この 件は、分 化された会 と 会  

 

との で に があったため、出向の 

状 においては、 会 がその を

していたが、 となると の が け

られなくなることから、 を 、 、

とは関 のない に 動さ られるな 

どしたことに を する。こうしたことから 

えて、 の経 が しさを増し

ていることが できよう。 

 に関 していえば、大 会 にお

いても の顕在化から路 の 編

（減 ・ ）や最 の り上 等が

施されたり、 にあたって、 の 務に

（出 ）国土交通省  

図表１ 交通政策基本法の概要（平成 25 年 12 月 4 日公布・施行 法律第 92 号）           
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要な の取 度を していても

が 調であったり、 の就 が まっ

たことで されたりという状況が報じられ

ている。 

 また、民 の において、い

わ る「 ー ン 」が行われ、こ

の状況においては と路 の の が

難であるなどとして くの 路 の

を提出する となった（その 、

は取り られたが、当 の労働組

は を通告、 として時 や

務を行わない集 が 施さ

れた）。 

 道に を すと、 道会 が自 での路

の が 難になり あることを し

たり、 正を として大 な減 を

施したりする動きが けられ、 自治

等においてはそれら の対 に向けた

等に われている。 

 方で、このような動きを するものと

して や自動 の が高ま

っている。しかし、 国人 行 向けのいわ

る「 タ 」に悪 されたり、自動 中

の も 生したりしている現状におい

て、少なくとも日本では、 度や の

が 分であると われる。 

 

(3) に る  

 に、 交通における民 化や民

の を 観しよう。 

 この民 化 は、 ずしも交通 に

らず、地方 全 に、さらには、

会計で される行政 ー においても、

「 ー の 化」という ー ン

のもとで く 開されている。 

 「 ー の 化」は、いわ る

「 の方 」の 2015 年 に し、象

な を すると「 民の ー

テ ン を全ての ー において

する観点から、 等を加 する」とあ

る。 

 交通をめ ってこの 、 が相当

度 したことは、それなりの 通 であ

ると われるが、その が、ここまで べ

たような経 である。とすると、むしろ、

交通に関しては な主 の が大きくな

る 要があるとも われるが、そのような政

策 開にはなっていない。 

 総務省では、「 の経 のあり方に

関する研究会」を組 し、その報告書が

2017 年 3 月に されているが、総務省が

研究会に めたのは、地方 が地方

としてどのように経 を すべきか

ではなく、地方自治 が、 、民

化・民 譲 、 域化、民 といった

「 本 な 」を するための にな

る な え方や 点等であった。 

 こうした「 本 な 」の れは、2014

年 8月に総務省が 出した文書「 の

経 に当たっての に いて」（ 、

「 」という）に を していると

われる。そこで されているものの と

が「経 」の策 である。 では、交

通 を中 にこの経 を取り上 よう。 

 

．地 の 経  

 

（1） の経  

 まず、ここでいう「経 」がいかなる

ものを指しているかを するため、この言

の 書 な を しておきたい。 
  第 7 によれば、「経

」とは、「 部に対して、 が に

するための 本 な方 ・方策。 に

は、経 ンを 現するための方策。」

であるとされ、「経 ン」とは、「

のあるべき に対する ないし

。」とされている。 
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1  

 「 」において、経 は「

が、 にわたって に を

していくための中 な経 の 本計

」であるとされている。また、経 計 策

にあたり、 の点に いて の を

行った上で策 することが 当であるとして

いる。

すなわち、

会計ごとの策 を 本とすること

及 地域の現状と、これらの 通

しを まえたものであること

中 な 点から経 の 化等に取

り組むことができるように、計 は  10 
年 上を 本とすること

計 中に 要な住民 ー を提 す

ることが となっていること

「 算」をはじめとする 出と「財

算」により される が した で

「 ・財政計 」が策 されていること

化・経 全化のための取組方 が

されていること

である。

 さらに、交通 に いては、

として、 の内容が されている。

(1) 交通 に いては、 全性の に

し の経済性を すること

また、民 等による経 の 減や

等の による の増加等、経 の

の 全化・ 化に めること

(2) 地 等にあっては、 の を

要し が するまでに めて い を要

する。 に新 等に いては、 の経

状況が地方 の財政に 大な影響を及ぼ

し ることから、その 要性、 要の動向、

算性、 の 現 性及 関 ・計 と

の 性等を 分に の上、 に対 する

こと

(3) にあっては、 として ー

を行う 要性に いて、 算性や路

の 要性等の観点から しを行い、民

の 譲 等の を含め する 要

があること。なお、民 の 譲 を行う

は、路 の 等による住民 ー の影

響を した上で、譲 との調 に

めること

また、 により ー を す

る には、 数や の 正化等、

経 化に めること

に、 の 等に いては、

総 な点 を行い、その現状、 しに向け

た 本 な え方、 な取組内容等を策

し するよう要 してきたところであるが、

き き、当 の経 の状況その の

をも しながら、 に地域の民

との に し、住民の理解と

が られる 正な 度・ となるように

すること

(4) 交通 関の路 等の ・ 編成、 数の

交通 関相 の り の 等に いて

は、地域 性、まち くり等の地域 との

性等に しながら していくことが 要

であることから、地域の 交通 ー

の 築のための 組 の中で、 行政部

やその の関 関、地域住民との 接な

のもとに を行うことが ましいこと

数字で した全 な に いて

は、それ ど はないが、

の 部の には、 書 な での「経

」、「経 ン」や「

が、 にわたって に を して

いくため」という経 策 の に ら

して、方向性を にするように われる。

に に関して言及した(3)の「民

の 譲 等の を含め する

要がある」に現われているが、 と

しての経 にその の も含むとい
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うのは、 により ー の な

を 指す（そこで 要となるのが、(4)
にある 行政部 等との である）こと

はあり るとしてもやはり がある。 
こうした の言及に影響を えた

と われるのが、「 の経 のあり方

に関する研究会」報告書である。 報告書に

おいて は、「民 が代

な では、 ずしも として を

行う 要はない」ものであり、その代 が難

しいような地域であっても、地方 で

はなく「 テ の 行等の代

もある」ものとして けられている。 
 
(2) 経 の  

その 総務省が した「経

ン（ ）」によれば、経 の

は、 （ ）及 地域の現状と、これら

の 通しを まえたものであること、計

が 10 年 上となっていること（やむ

を ず 10 年 とする 、理 に いて

住民・ 会に されていること）、計

内に していること（ して

いない でも、 の解 に向け

た取組の方向性や ・ ー が

されていること）、 化・経 全化

のための取組方 が されていること、
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 この に している大 市 の交通
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としたら、どのような状況の 化が最も く
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として現れるのは、 の 増加であ

る。たとえば、高 の では、これま

での に加えて ー が新

することによって 化に がかか

った（ 当 が 生し、 等の労働

が悪化、 な にも ながったことは

しておかなければならない）。

(2)人口減少 少 高 の影響

に、市 にまか ておくことが 難とな

る状況も 生している。 には、人口減

少・少 高 化がそれである。人口が減れば、

交通の 全 が減少するし、少 化

が めば、 交通を 要とする主要な の

と である通学 の ー が減少すること

になる。

 国 民 化に して、 の よりも

度の さい路 を 地方交通 と

して民 化 の JR に き がず、原 は

道を し に代 、 部は、第 セ タ

ーによる 道 を することにした。

交通の路 を する として され

たこれらの の が 要であると わ

れる。

 そして、近年になってより さを増して

いるのが人口減少・少 高 化の影響からき

ていると われる労働 の である。

2 は、2001 年と 2015 年の

の年代 を したものである。

これを ると、35 から 55 の で全

の約 分の を めているのは、 方の

年で 通だが、それより上の年代の が

（出 ） 交通 全 書 年 より作成。
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大きくなり、 い 代の が さくなっ 
ていることが できる。 に、75 上

の める がこの 約 3 倍になっており、

などの 及があっても、地方部

では提 する も する も高 という

ことになりそうだ。 
 こうした現状を まえて、国や地方自治

の政策として交通を えるときに 要になる

のは か。最近 したり執筆したりしたこ

とから の を たい。 
 
．地域 政策に向  

 
(1) 政策に が  

 からいうと、交通に向けた政策を 施

するための財 が地方自治 に 要であると

いうことになるのだが、どのような財 が

ましいかを して たい。 
 その に る前に、交通政策における地

方自治 の 務等を に したい。交通

政策 本 においては、地方 の 務

として「地方 は、 本理 にのっと

り、交通に関し、国との な 分 を

まえて、その地方 の 域の自然 経

済 会 件に じた施策を策 し、及

施する 務を する」、「地方

は、 報の提 その の 動を通じて、 本

理 に関する住民その の の理解を め、

か 、その を るよう めなければなら

ない」（第 9 、第 9 2）と められてい

る。地域 交通 性化 生 においては、

国等の 務として「市町村は、（中 ）

主 に な地域 交通 の 成に

する地域 交通の 性化及 生に取り

組むよう めなければならない」（第 4
3）、「 道 県は、（中 ） 域 な 地

から、 要な 言その の を行うととも

に、（中 ）、市町村と 接な を り

主 に な地域 交通 の 成

に する地域 交通の 性化及 生に取

り組むよう めなければならない」（第 4
2）としており、地方自治 の を

していることがわかる。 
 ただし、交通政策 本 における財 に関

する は、「政 は、交通に関する施策を

施するために 要な 上 は財政上の

その の を じなければならない」

（第 13 ）としているだけで な財

を すなど んだ はなされていない。 
 

 (2) の 度 

いわ る「交通 」を したとされる

ン 国内交通 本 （LOTI）においては、

「交通 に関わる は原 として

が する」としながら、「 によっては、

国、地方 あるいは 接・ 接に ー

の を ける が する」とし

て、施策と財 がある 度 化されている

ようだ。また、施策の に いては、 算

性ではなく 会 経済性による 性を

しなければならないと されているという。 
 その財 としては、交通 ・交通 と

も される Versement Transport（VT）が

に 要な を たしている。 
 VT は、 市自治 が域内の （

およ 関・学 や などの

人）に対して、 の を課 ー と

して 市 交通の財 を課 する地方

度である。 上の であり、 め

られた 件の 内で、自治 が自らの

で するか か およ の を行う

ことができるという。 
VT は、 市 交通の （ 本 ）

なら に の財 に てることができ

また 交通と自 の 化に関 する

にも てることができる。 
 LOTI、VT に いては、 「

ン 交通 の 度 と政策 含 」 財

公共交通政策をめぐる現状と課題　19
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政と 政策 52、2012 年、 ・

本 「 ン の 交通を かしたまち

くり」 市と ン 第 24 、

2015 年などの 文 を されたい。 
 VT は、日本の 度で に近いよう

である。日本の 、地域 交通の に

いては 交 が中 である。 
 交 に関する 報は少なく、

地方財務 や日本 会が している

日本の などから数 を 集して

くることとなるが、年々増加しており、

2016 年度には 601 となっている。着

に増加しているものの、交通政策 本 が成

・施行したからといってその ン が大

きく 化したわけではない。 通交

も ではないが、 算 経 に含まれて

いると われ、全 でどれくらいが、交通の

ために いることができる財 かを ること

は 難である。 
 
(3) の  

 の交通に関する財 に いて、どのよ 

うに えたらよいか、自治労本部「人口減少

時代の自治 財政 報告書」

から に 要な を調 しよう（

）（ 報告書の内容に いては、 
http://www.jichiro.gr.jp/wp-content/themes 
/jichiro/pdf/finance.pdf を のこと）。 
 では、 、 、 など

の もが しうる生 上の 難と て、

教 、地域交通など 会・地域を に

する な 件を「 ン・ ー 」と

け、その、財 の現状等が された

（筆 は、 務 として 加し、 に べ

る「 ン・ ー 」としての 交通とそ

の財 のあり方に いては である）。 
 交通と の政策分 を比 するため、

まず、 3 と をめ る政策 開

を しよう。 
 全をめ って、国 の

の動きがある。 の 度 計のあり

方など 点は いが、ここではそれに れず、

この国 の は、 3 でいうところの

A の部分を増 することになる。 

（出 ）自治労「人口減少時代の自治 財政 報告書」 

図表 3 ・ の概 図 
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 方、神奈川県では 全 という

で、また、横 市では横 どり という

で、県民市民が を行い施策を 施して

いる。これらの 度の に当たっては、A
で えない部分を 地近 に住む人も 市

部に住む人も をし いながらよりよい

を していくことが 指された。 
 したがって、 回 A が増 されることに

より、 全 や横 どり によっ

て われていた財 の全部（または 部）が

要となれば、これらの 課 は 要とな

り （または の減 ）がなされるこ

とになる。 
 では、現在 B（ の の

化）や C（ 部自治 の 自施策の

化）の 域にあたる に いて、最 に

は A で うべきであるが、現状それが 難

であることに 、「 」という 組

により おうというものである。 
 VT の に ら ば、 を課 して

いる自治 が を に増 し、その増

分を全国の地域 交通に いるという

ー であると われる。 
 しかし、日本の まだまだ地域 交通

に関しては A の 域が 倒 に してい

るように われる。 
 そこで、 に えられるのが、 や

地方 の で いられている 課

の である。あるいは、交通に関する新

たな の も えられよう。たとえば、

国 よりも く な のタ

ン が まっている新 に国 観

（2019 年 1 月より出国 に 課

）があるが、観 政策には交通政策と 接

に関わるものも含まれるため、 によると、

は交通に関する 域 A が がる 性

もある。 
 しかし、日本の現状は、それ 前にあるよ

うに われる。すなわち、交通の課題が政策

の課題として 分に いていない 性

が高いと えられるのである。 な を

度 計する 、その使 や すべき

等が 須となるが、そもそもそれらをどの

に すればよいかの も とんどな

されていないのが現状であり、したがって、

交通政策 本 ができても、第 13 のよう

に財政 な に関しては にしか で

きないし、第 13 ができても、 の財

の が加 する も けられないので

ある。 
 
(4)地 の 政策 の  

 そこで、まず、地方自治 の政策として交

通政策を ける工 が財政 度にも め

られる。その 、 には できないも

のの、ある 度の を と われるのが、

通交 の 財政 要 を算 する 、

その 算 経 に交通を けることで

ある。 
 というのは、神奈川県には 数の 交

が 在するものの、日本の くの地方自

治 は交 であり、地方交 度の動

向には大きな が集まる。いわ る「

ン ー方 」のように、時としてその

が った ン を ってしまうこ

ともあるが、 算 経 の の新 とな

れば、 くの自治 には、交通政策が 要な

政策であり、財 されるべき分 である

という ン は 分に わるものと わ

れる。それにより、交通を う部 や人 の

も できよう。 
 ただし、 通交 の交 は 財 で

あるため、算 された 要 だけ交 で

交通政策が 開される はない。「

には できない」としたのはそのためであ

る。また、国の財政状況も に するとは

えず、 が新 されたからといって、

財 の がその分 することも し

公共交通政策をめぐる現状と課題　21
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にくい状況である。 
 しかし、地方自治 がこの ン を

け め、当 自治 における地域 交通の

あり方をより に することにより、

要な施策と 要な財 が らかになってくる

と われる。 
 その に課題となるのが、 を地域の交通

の とするかであると われる。人口

や といった指 の では 交通に対

する ー を 出することが難しい。 
 交通には、「 セ ター・

」があるとされ、交通が することによ

って など の分 の 出の 約が で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きるとされている。 に、交通が となる

ことで 出 会が減り、通 を めたりする

ことで が 化したり要 度が悪化し

たりする 性があることも研究成 の

がなされ ある（ 大学准教授の

など）。 
 これらの研究成 から 財政 要 の

算 経 として地域 交通政策を

けることが、すなわち、交通をめ る地方の

「 財 」 の 組 を することが

であるように われるが、 は、最も

められている施策ではないかと える。 
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 編集後記

　5月16日に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立した。昨年の通常国会で成立が

見込まれていたものが採決に至らず廃案となっていたため、ようやく成立までたどり着いたと

いう印象である。これにより、選挙の際に男女の候補者ができる限り均等となることを目指す

という基本原則に沿って、政党や政治団体には男女の候補者数について目標設定をするなど、

自主的な取り組みについての努力義務が課されることとなった。ただし目標設定が法的拘束力

をもたないことから、実効性に対しては疑問視されている。

　本誌では、昨年4月号掲載の千葉景子元参議院議員へのインタビューの中で、政治の場への

女性の参加拡大を取り上げたが、そこでは戦後参政権を得た女性たちが「祭りのようなノリ」

で初めての選挙に立候補したり、応援演説に参加した様子が話題となった。来春の統一地方選

挙で、新法の理念を実現するにはまず、女性の候補者を「育成」するという発想から脱却する

ことが必要なのかもしれない。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　「働き方改革」といえば電通社員だった高橋まつりさんの過労死事件をすぐ思い浮か

べる。電通「鬼十則」の第5「取り組んだら放すな！殺されても放すな！」に象徴され

る過酷な労働環境の中で心身を消耗させられ、自殺に追い込まれた前途有為な女性の

ことだ。あの悲劇を二度と繰り返すなと誰もが思い、安倍首相自身も施政方針演説で

そう述べた。ところが現在審議されている「働き方改革」法案は国民の悲痛な願いに

どこまで応えているのか多くの疑問が残る。

　法案には時間外労働が月間最長「100時間未満」とあり、過労死ラインといわれる月

間80時間を20時間近く超えても合法とされているのには唖然とした。労働者の健康よ

りも企業の都合を優先した結果である。

　当初法案に含まれていた裁量労働制の適用範囲の拡大は根拠となる調査資料の瑕疵

が明らかになった結果、削除された。この制度には労働者が自分の裁量で伸縮的な働

き方ができる長所がある一方、仕事のやり方や量について実質的に裁量権のない労働

者への制度の恣意的適用が行われると長時間労働から過労死に至るリスクが高い。政

府は制度の長所面だけ強調する態度は変えず、資料精査の上、再度法制化を図る意向

と言われる。

　法案の焦点の一つである高度プロフェッショナル制度は年間給与が1,075万円以上の

一部専門職を労働時間法規から除外し、彼らが柔軟な形で効率的に働けるようにする

ものであると政府は説明している。野党は高プロ制度が裁量労働制以上に危険な長時

間労働を招くとして撤回を求め続けている。高プロ制度は残業代ゼロ制度ともいわれ

る。残業割増賃金制度には企業の負担を高め、労働者の健康を守る目的がある。ここ

でも法案は労働者の健康よりも企業の利益を優先していると言わざるを得ない。

　総じて本法案は労働者の「働き方」ではなく、企業の「働かせ方」の自由度を高め

る改革の色彩が濃い。5月中旬には、上述した調査データの精査結果が厚労省から発表

されたが、それによれば全データの約2割が異常値として削除対象となった。これを

受けて立憲民主党など主要野党は、一致して本法案の撤回を政府に要求している。

　そもそも今国会における混乱は森友・加計学園問題等にみられる権力の乱用問題、

自衛隊PKO活動日報の隠ぺい問題、財務省等の公文書改ざんや幹部官僚の醜聞、そし

て何よりも働き方改革法案の根拠である調査データの瑕疵、など重大な失政の頻発に

よって引き起こされた。さらに審議の遅れから同一労働同一賃金、など同法案の重要

な論点についての審議も尽くされていない。このような状況下で強行採決の暴挙は絶

対に許されない。政府は率直に反省し、一から出直すべきである。政府の失政をただ

すまっとうな野党の奮闘に期待する。 ［2018年5月22日脱稿］
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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